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     午前９時４０分 開議 

○議長（木村 修君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は８名で定足数に達していますので、これより本日の会議を開き

ます。 

                                         

     日程第１ 議案第７９号 令和２年度蓬田村一般会計補正予算（第９号）案 

○議長（木村 修君） 日程第１、議案第79号令和２年度蓬田村一般会計補正予算（第９

号）案を議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。初めに、総務課長。 

○総務課長（小松生佳君） 議案第79号、令和２年度蓬田村一般会計補正予算（第９号）

案。 

  令和２年度蓬田村の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ218万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を28億182万4,000円とするものであります。 

  それでは、総務課の主なものをご説明いたします。 

  ８ページ、お開きください。歳入です。 

  ４段目、一番最後です。21款村債１項村債５目教育費３節の中学校債、蓬田中学校海

外研修事業債540万円を減額してございます。 

  次に、９ページお開きください。歳出です。 

  上段、１款議会費１項議会費１目議会費の８節旅費、委員会活動旅費128万円を減額

してございます。これは、２常任委員会が毎年行っている研修旅費の分を中止いたしま

した分を減額してございます。 

  それから中段、２款１項４目財産管理費の10節需用費⑥の修繕料21万7,000円、これ

は役場で所有しております格納庫のオーバースライダーが古くなって、それを取り替え

るために計上してございます。 

  それから、その下の４目11節役務費、通信運搬費70万円を補正してございます。これ

は、コロナ禍の影響で郵便量が増えたため、70万円増額補正をしてございます。 

  それから、７目の自動車管理費11節役務費の13万2,000円任意保険料でございますけ

れども、これはコロナの地方創生臨時交付金で購入しましたリフト付バスの分と、それ

から運搬用のダンプ車両２台分の任意保険分であります。 
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  それから、15目の新型コロナウイルス感染症対策費の17節備品購入費、空気清浄機購

入費として900万円を計上してございます。これは、コロナ禍の部分で冬になると窓を

開けて空気の入替えができないため、窓を閉めたままでも空気の清浄をするために購入

するものであります。台数は30台、１台当たり30万円で900万円。場所としては、役場

が３台、ふるさと総合センターが５台、小学校８台、中学校７台、それから診療所に２

台、よもぎ温泉に５台、計30台を計上してございます。 

  それから最後のページ、13ページお開きください。一番最後の13款予備費１項１目29

節の予備費ですけれども、200万円を増額補正してございます。これは今後、今第３波

のコロナの流行があります分と、それから今現在予備費の残が136万8,000円になってお

りますので、今後緊急時のための予算がないと困りますので、今回200万円を追加補正

してございます。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） 次に、住民課長。 

○住民課長（佐藤一仁君） 住民課関係の説明をいたします。歳入７ページをお開き願い

ます。 

  14款２項１目７節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金19万3,000円を計上していま

す。内容は、後期高齢者医療連合電算システム改修で国庫分対応で、システムは96万

8,000円のうち19万3,000円が補助対象ということです。 

  続きまして、14款２項５目４節社会保障税番号制度システム整備費補助金、戸籍分と

して149万6,000円を計上しております。これは法務省関係で、補助率は10分の10。予算

では、仕様書が確定していませんでしたのでできなかったんですけれども、今回仕様書

ができたということで計上しました。 

  続きまして、８ページをお願いします。 

  18款１項１目１節後期高齢者医療特別会計繰入金681万8,000円を計上しております。

内容は、後期高齢者医療は概算払いを行った後、翌年度精算払い方式となっています。

広域連合のほうから、後期高齢者医療特別会計を通して一般会計に入るお金です。 

  続きまして、下の20款４項２目１節雑入、後期高齢者医療保険事業事務費交付金、こ

れは特定健診とそれから低栄養の関係の内容で１万1,000円を計上しております。 

  続きまして、９ページをお願いします。 

  ２款３項１目12節委託料です。戸籍附票システム改修委託料なんですけれども、492
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万8,000円を減額しております。当初予算では、住民課で単費分として計上していまし

たが、９月補正でシステム関係上総務課で計上しましたので、総務省関係でしたので今

回減額しました。 

  10ページ、お願いします。 

  中段ですけれども、３款１項２目27節繰出金446万1,000円を計上しております。これ

は介護保険、それから後期高齢への繰出金で、説明は介護と後期高齢のほうで説明した

いと思います。 

  説明は以上です。 

○議長（木村 修君） 次に、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高田一憲君） 健康福祉課関係の主な項目について説明させていただき

ます。 

  歳出、10ページをお開きください。 

  ページ上段、３款１項１目社会福祉総務費12節委託料、説明項目の２つ目、障害福祉

サービスシステム改修業務委託料55万円を計上しております。これは、法改正に伴うシ

ステム改修業務の委託料となります。 

  続いて次のページ、11ページをお開きください。 

  ページ上段、３款２項４目保育所費18節負担金補助及び交付金、児童福祉施設等新型

コロナウイルス感染症対策緊急包括支援事業費助成金として50万円を計上しております。

これは、蓬田保育園への新型コロナウイルス感染症予防対策に関する支援を行うための

予算となります。 

  次に、中段４款１項２目予防費12節委託料、緊急インフルエンザ予防接種委託料152

万円を増額しております。次にその下、18節負担金補助及び交付金、緊急インフルエン

ザ予防接種助成金24万円を増額しております。これらは、10月１日から実施している村

内在住の生後６か月から65歳未満者を対象としたインフルエンザ予防接種助成事業にお

ける不足見込額を補正するものです。 

  なお歳入につきましては、歳出対応額を予算措置してございます。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） 次に、教育課長。 

○教育課長（木村伸一君） それでは、教育関係の主なものについて説明をいたします。 

  ７ページをお開きください。歳入になります。 
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  上から２つ目、14款２項４目教育費国庫補助金６節学校保健特別対策事業費補助金

103万1,000円。これは、新型コロナウイルス感染症対策のためのマスク等の購入の支援、

及び子供の学習保障の支援事業に対しての補助金になります。内訳として、マスク等購

入事業については３万1,000円、学習保障として100万円です。この学習保障の支援につ

いては、歳出でまた説明をいたします。 

  12ページをお開きください。歳出になります。 

  上段10款１項２目12節委託料233万円の減額です。これは、ＰＣＢ含有機器運搬及び

処分等委託事業の確定による減額になります。 

  その下、10款１項３目新型コロナウイルス感染症対策費18節負担金補助及び交付金

595万円の減額。これは、コロナ対策における大学生等の学生支援給付金の事業の確定

に伴う減額でございます。実績として、自宅からの通学が19名、自宅以外が34名の53名

の435万円を給付してございます。 

  中段、10款２項小学校費２目17節備品購入費110万1,000円。これは、小学校５・６年

生の教室に天つりのプロジェクターを常設するために予算計上をしてございます。 

  13ページをお開きください。 

  上段、10款３項中学校費２目17節備品購入費110万1,000円、これは、中学校２・３年

生の教室に天つりのプロジェクターを常設するため予算計上をしてございます。 

  この小中とものプロジェクターの設置の事業については、歳入に計上いたしました学

校保健特別対策事業の補助金を活用して整備するものでございますが、小学校・中学校

ともに要望を聞き取りしたところ、遠隔授業の際に児童生徒全員の様子を確認したいと

いう要望がございました。これを受け検討したところ、教室には大型のスクリーンがあ

りますので、これにプロジェクターを投影して児童生徒の様子を確認しながらの遠隔授

業が可能になるため、補助金を活用して整備するものでございます。なお、この小中分

の事業については、200万円の国の補助がございます。今回は、学校保健特別対策事業

の補助金として100万円の計上ではございますが、残りは新型コロナウイルス感染症対

策地方創生交付金から補助となる予定でございます。 

  その下、18節負担金補助及び交付金540万円の減額。これは今年度の海外研修事業を

延期したため、減額してございます。 

  中段、10款６項４目27節繰出金30万円については、学校給食センター特別会計への繰

り出しでございます。 
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  説明は以上です。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。４番柿﨑裕二君。 

○４番（柿﨑裕二君） ９ページをお願いいたします。 

  ２款15項17節の設備購入費空気清浄機購入費のことでお伺いします。こちらの空気清

浄機30台で900万円ということで、今の新型コロナウイルス対策としては非常に有効的

なものだと私も考えております。ただこれ30台、１機30万円ということは空気清浄機の

中でもかなり高額な、恐らく性能のよいものとは思いますが、その機器はどういった特

色がある機器なのか。分かっているところでいいので、説明願います。 

○議長（木村 修君） 総務課長。 

○総務課長（小松生佳君） １機当たり30万円の見積りですけれども、確かに高額であり

ます。分類としては業務用という形になろうかと思われますけれども、空気中の汚れを

除去するということでありまして、専門用語になりますけれども要はＰＭ2.5クラスま

では電気の部分で吸着をして、空気中から排除すると。それからその後のもっと小さい

ものの部分、ウイルス関係とか今のコロナの関係のウイルスの大きさですけれども、そ

こら辺の部分を光触媒とかの設備でそれを空気の中から取り除くということで、今のと

ころは光と電気を使うやつと電気だけでやるというので、何種類かあるんですけれども、

そういう専門的な形でなるべく小さいウイルスまでを除去できるような形のものをでき

れば入れたいと考えております。 

  それと、１台当たりの処理能力ですけれども、１台当たりで大体畳20畳から30畳分の

空間の空気を清浄できるということで、一応そのクラスの機械を今のところは考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ４番柿﨑裕二君。 

○４番（柿﨑裕二君） 非常に性能のよい、業務用の機器だと理解しました。ただ、今い

ろいろな空気清浄機が出されていまして、もちろんこの新型コロナウイルスに対しての

清浄機も各社考えて商品を出しているわけですが、近年では次亜塩素の消毒薬を加湿器

に入れて、室内を消毒できると。なおかつ、加湿もしながらできるといった機器もある

ように聞いております。そういった消毒も一遍にできるような、次亜塩素を入れてでき

るような加湿器等もこの購入の中に検討して、吟味してみることはできないでしょうか。 

○議長（木村 修君） 総務課長。 
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○総務課長（小松生佳君） 次亜塩素の消毒の話ですけれども、たしか９月以降に次亜塩

素の発生器を蓬田保育園とそれから２か所ほど、診療所でしたかに入れた経緯があると

思いましたけれども、それはあくまでも空気を消毒するという部分だけで、ウイルス自

体を死滅させるような形にはたしかなっていないはずですので、今考えているのは空気

そのものに手をつけない形で、空気中に漂っているウイルスをできれば除去したいとい

うことで、そちらのほうに主眼を置いている形の機器を今のところ入れようと考えてお

りますので、次亜で消毒とかというよりも空気そのものの汚れを取るということで考え

ております。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ほかに質疑ありませんか。７番坂本 豊君。 

○７番（坂本 豊君） 今と同じ空気清浄機について質問しますけれども、１台当たり30

万円の中には設置費とか工事費とかそういうものや、消費税も全て含まれての値段です

か。 

○議長（木村 修君） 総務課長。 

○総務課長（小松生佳君） 今のところは全部込み込みの話で、１台当たり30万円ぐらい

でないかなということで見積りをしております。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ７番坂本 豊君。 

○７番（坂本 豊君） じゃあ、その機械の１台当たりの値段というのは、幾らで見積も

っていますか。 

○議長（木村 修君） 総務課長。 

○総務課長（小松生佳君） 機械の値段というか、全部含めての話で言っていますけれど

も、消費税込みの話ですが。機械そのものは、移動できるようなポータブルなものなの

で、大がかりに業者が持ってきて置いて調整してとかって、そういう形にはなっており

ません。普通の通常の家電と同じで、箱から出してコンセント入れて電源入れるとすぐ

機能するという形になっていますので、単純に言うと消費税入っての１台当たり30万円

ということで考えていました。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ほかに質疑ありませんか。１番小鹿重一君。 

○１番（小鹿重一君） 12ページお願いします。 
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  10款１項３目18節ですけれども、学生支援の給付金ということでさっき説明いただき

ました。435万円給付ということですけれども、595万円減額することのほうが多いわけ

ですけれども、要は学生数の積算がまずかったのか、あるいはまた申請してこなかった

のかというような理由があると思うんだけれども、いかがでしょう。 

○議長（木村 修君） 教育課長。 

○教育課長（木村伸一君） 試算の段階では、全く学生数が何人いるのか分からない段階

で、見込みとしては18歳から23歳、浪人も含めて最初は181名ということで考えました。

それは、大体対象者は181名になるんですが、そのほか進学率が大体３分の２という見

込みで立てたわけですが、結果的に多分それほどいなかったと。広報的にも３回ほど周

知のほうはしてございましたので、特に申請漏れはないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ３番久慈省悟君。 

○３番（久慈省悟君） 先ほど２人の議員から質疑がありましたけれども、空気清浄機に

対して１件だけお伺いいたします。 

  900万円というお金でございます。これ、入札制度ということだと思うんですけれど

も、何社で行われたのかお伺いいたします。 

○議長（木村 修君） 総務課長。 

○総務課長（小松生佳君） 予算を取っておりませんので、まだ入札等の事業は行ってお

りません。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ほかに質疑ありませんか。４番柿﨑裕二君。 

○４番（柿﨑裕二君） 11ページお願いします。 

  ３款の18節になります。緊急インフルエンザ予防接種の不足分のところになります。

関連になると思いますが、今回村内全域に全村民に対してインフルエンザの予防接種を

無料化しました。大変村民も喜んでいるのと同時に、安心して暮らせるということで好

評でございます。 

  今の12月の定例議会を終えますと、すぐ村では来年度の予算を話し合うと思うわけで

すが、これを来年度もぜひ私は続けてほしい、また村民もそう願っていると思いますの

で、そういったところを加味しまして、来年度も無料化するようにできないものかとい

うことで、今意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（木村 修君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高田一憲君） これからの新型コロナの動向も注視しながら、行政とし

ても前向きに検討したいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） ほかに質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） ないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第79号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     （起立７名） 

○議長（木村 修君） 起立全員です。よって、議案第79号は原案のとおり可決されまし

た。 

                                         

     日程第２ 議案第８０号 令和２年度蓬田村学校給食センター特別会計補正予

算（第３号）案 

○議長（木村 修君） 日程第２、議案第80号令和２年度蓬田村学校給食センター特別会

計補正予算（第３号）案を議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（木村伸一君） 議案第80号、令和２年度蓬田村学校給食センター特別会計補

正予算（第３号）。 

  令和２年度蓬田村の学校給食センター特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ2,726万4,000円とする。 

  ６ページをお開き願います。歳出になります。 

  １款１項１目一般管理費10節需用費の修繕料30万円を計上してございます。これは、

ガスのメーターの有効期限が切れるため、交換が必要な分ということで10万円、それと
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包丁の研磨等に５万円ということで、15万円を予定してございます。残りは、今後の緊

急時に備えるため計上してございます。 

  説明は以上です。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 討論もないようですので、討論を終わります。 

  これより議案第80号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     （起立７名） 

○議長（木村 修君） 起立全員です。よって、議案第80号は原案のとおり可決されまし

た。 

                                         

     日程第３ 議案第８１号 令和２年度蓬田村国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）案 

○議長（木村 修君） 日程第３、議案第81号令和２年度蓬田村国民健康保険特別会計補

正予算（第５号）案を議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（佐藤一仁君） 議案第81号、令和２年度蓬田村の国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ367万7,000円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ５億1,761万9,000円とするものでございます。 

  ５ページをお開き願います。 

  ４款１項１目１節保健給付費普通交付金360万円、これは歳出に充当しておりますの

で、後ほど説明したいと思います。 

  続きまして、その下の６款１項１目３節職員給与等繰入金７万7,000円を増額してお

ります。これは歳出に回りますけれども、国の補助金がまだ確定していないため、補助

金になるのか交付金になるのか分からないので、一般会計に計上しました。 
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  続きまして、６ページをお願いします。 

  １款１項１目12節国保情報データベースシステム改修委託料７万7,000円です。これ

は、内容は特別交付金の算出に係る基礎の表がありまして、その様式を追加しなければ

ならなくなったためシステムの更新が必要となりました。 

  続きまして、２款２項１目18節一般被保険者高額療養費360万円を計上しております。

昨年度給付費の増額に伴い、高額療養費も増となりました。がん患者や心疾患への投与

等の増額が見込まれるためです。 

  説明は以上となります。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） ないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第81号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     （起立７名） 

○議長（木村 修君） 起立全員です。よって、議案第81号は原案のとおり可決されまし

た。 

                                         

     日程第４ 議案第８２号 令和２年度蓬田村介護保険特別会計補正予算（第４ 

号）案 

○議長（木村 修君） 日程第４、議案第82号令和２年度蓬田村介護保険特別会計補正予

算（第４号）案を議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（佐藤一仁君） 議案第82号、令和２年度蓬田村の介護保険特別会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。 

  既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ534万5,000円を追加し、歳入歳出それぞれ

５億616万7,000円とするものでございます。 

  ５ページをお開き願います。 
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  ３款１項１目１節国庫負担金、現年度分の介護負担金ですけれども50万円増額してお

ります。 

  それから、１つを挟んで４款１項１目１節支払基金交付金現年度分、介護給付費交付

金67万5,000円を増額しております。 

  それから、その下の５款１項１目１節県負担金介護給付金31万3,000円を増額してお

ります。 

  それから、その下の６款１項１目１節一般会計繰入金の現年度分、介護給付費31万

3,000円を増額しております。 

  続きまして、一番下の６款２項１目１節介護給付費準備基金繰入金69万9,000円を増

額しております。これは歳出の一番下、次のページになります、２款２項７目18節の地

域密着型介護予防サービス給付費負担金250万円を計上しております。これは、今後１

名はグループホームへ入所する予定となっていますけれども、今後またもう１名入所す

れば駄目だということで、予算を計上するものを歳入で充当しているということです。

グループホームへの入所は25万円掛ける５月ということで、２名分を予定しております。 

  戻ってもらって、５ページになります。 

  ３款２項５目１節介護保険事業費補助金88万円を増額しております。これは、介護報

酬の改定に伴うシステム改修で、１万人以下の人口の基準は176万円で、この補助率が

半分となっていますので88万円を計上しております。 

  それから、６ページの上段です。６款１項５目その他一般会計繰入金、事務費等繰入

金として196万5,000円を増額しております。これは、システム改修分として195万8,000

円と賦課徴収分、コンビニ収入の分で7,000円を計上しております。 

  ７ページ、歳出です。 

  １款１項１目12節介護システム改修委託料です。283万8,000円、これは改修分が258

万8,000円、消費税10％で25万8,000円です。内容は、第８期介護保険計画に伴う保険料

の税制改正、それから介護の報酬改定に対応するためです。 

  主なものは以上です。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） ないようですから、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 
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     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） ないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第82号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     （起立７名） 

○議長（木村 修君） 起立全員です。よって、議案第82号は原案のとおり可決されまし

た。 

                                         

     日程第５ 議案第８３号 令和２年度蓬田村後期高齢者医療特別会計補正予 

                 算（第３号）案 

○議長（木村 修君） 日程第５、議案第83号令和２年度蓬田村後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）案を議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（佐藤一仁君） 議案第83号、令和２年度蓬田村の後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ963万6,000円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ9,027万8,000円とするものでございます。 

  ５ページをお開き願います。歳入になります。 

  １款１項１目後期高齢者医療保険料、現年度分の特別徴収保険料27万4,000円を増額

しております。当初では概算予算でしたけれども、広域連合より変更額がありましたの

で、増額しております。 

  その下の１款１項２目の現年度分の普通徴収保険料11万7,000円、これも広域連合よ

り変更の指示がありましたので、増額しているものです。 

  それから、その下の３款１項一般会計繰入金218万2,000円を増額しております。内容

は、広域連合の事務経費として８万4,000円の減額をしております。それから、その下

の一般会計事務費繰入金１万円は、コンビニ収入関係です。それから、その下の後期高

齢者医療制度円滑運営事業費繰入金96万8,000円、これは先ほど言いましたシステム改

修分です。それから、その下の後期高齢者医療保険料負担金の過年度分繰入金128万

8,000円です。これは、令和元年度分保険料の精算分として計上しているものでござい

ます。 
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  その下の５款３項雑入706万3,000円を計上しております。内容は、後期高齢者の特定

健診委託料及びデータ管理24万5,000円と、過年度分の療養給付費の返還金681万8,000

円、これは広域連合から村へ入るお金です。 

  続きまして、１款１項１目12節委託料121万3,000円を増額しております。特定健診の

委託料として11月以降個別健診10名分、それから健診のデータ管理として4,000円、こ

れも10名分です。その下の96万8,000円、システム改修です。 

  一番最後の２款１項１目18節広域連合納付金関係で159万7,000円を増額しております。

内容は広域連合の事務費、先ほどしゃべりましたけれども事務費として８万4,000円の

減額、それから広域連合の保険料納付金39万2,000円ですけれども、令和２年度分の特

別徴収27万4,120円と普通徴収11万7,480円を足したものです。 

  その下の保険料負担金納付金ですけれども、128万9,000円の増額です。これは、令和

元年度の確定分として追加請求が来ましたので、それに対応するものです。 

  次のページです。 

  ３款２項１目27節一般会計繰出金、一般会計でもありました681万9,000円を減額して

おります。これは、先ほども言いましたけれども、後期高齢者は概算払いなので、翌年

度精算方式となってることから、広域連合から後期高齢者の雑入に入れて、それから一

般会計へ繰り出してやるお金です。 

  以上です。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 討論もないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第83号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     （起立７名） 

○議長（木村 修君） 起立全員です。よって、議案第83号は原案のとおり可決されまし

た。 

  暫時休憩します。 
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     午前１０時３０分 休憩 

                                         

     午前１０時３０分 再開 

○議長（木村 修君） 休憩を取り消し、会議を再開します。 

                                         

     日程第６ 議案第８４号 蓬田村教育委員会教育長の任命につき同意を求める 

ことについて 

○議長（木村 修君） 日程第６、議案第84号蓬田村教育委員会教育長の任命につき同意

を求めることについてを議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。村長。 

○村長（久慈修一君） 議案第84号、蓬田村教育委員会教育長の任命につき同意を求める

ことについて。 

  蓬田村教育委員会教育長に次の者を任命したいので、議会の同意を求めます。 

  記、東津軽群蓬田村大字蓬田字宮本41番地、吉﨑 博、昭和27年５月27日生まれ。 

  提案理由、地方教区行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、蓬

田村教育委員会教育長の任命について同意を得るために提案するものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 討論もないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第84号を採決いたします。 

  この採決は無記名投票をもって行います。 

  議場を閉鎖いたします。 

     （議場閉鎖） 

○議長（木村 修君） ただいまの出席議員は７名です。 

  投票に先立ち、開票立会人を指名いたします。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人に２番川﨑憲二君及び３番久慈省悟君を
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指名いたします。 

  それでは、投票用紙を配付いたします。 

     （投票用紙配付） 

○議長（木村 修君） 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、否とす

る諸君は「反対」と記載願います。 

  なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第83

条の規定により否とみなすことになっています。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

     （投票箱点検） 

○議長（木村 修君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票に移ります。 

  それでは、職員の点呼に応じて順次投票願います。 

○議会事務局長（中川 悟君） 点呼いたします。 

  １番小鹿重一議員。（はい。） 

  ２番川﨑憲二議員。（はい。） 

  ３番久慈省悟議員。（はい。） 

  ４番柿﨑裕二議員。（はい。） 

  ５番森 弘美議員。（はい。） 

  ６番吉田 勉議員。（はい。） 

  ７番坂本 豊議員。（はい。） 

○議長（木村 修君） 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  開票を行います。２番川﨑憲二君及び３番久慈省悟君の立会いをお願いします。 

     （開票） 

○議長（木村 修君） 投票の結果を報告いたします。 
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  投票総数７票。うち賛成７票。 

  以上のとおり、賛成が全員です。よって、議案第84号は原案に同意することに決定い

たしました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

     （議場開鎖） 

  暫時休憩します。 

     午前１０時３９分 休憩 

                                         

     午前１０時３９分 再開 

○議長（木村 修君） 休憩を取り消し、会議を再開します。 

                                         

     日程第７ 議案第８５号 蓬田村教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ 

                 とについて 

○議長（木村 修君） 日程第７、議案第85号蓬田村教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題といたします。 

  これより内容の説明を求めます。村長。 

○村長（久慈修一君） それでは、議案第85号蓬田村教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについて。 

  蓬田村教育委員会委員に次の者を任命したいので、議会の同意を求めます。 

  記、東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干９番地１、倉谷弘孝、昭和28年６月17日生ま

れ。 

  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、教育委員会委員の任命について同意を得るために提案するものでございま

す。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（木村 修君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

     （「なし」の声あり） 
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○議長（木村 修君） 討論もないようですから、討論を終わります。 

  これより議案第85号を採決いたします。 

  この採決は無記名投票をもって行います。 

  議場を閉鎖いたします。 

     （議場閉鎖） 

○議長（木村 修君） ただいまの出席議員は７名です。 

  投票に先立ち、開票立会人を指名いたします。 

  会議規則第31条第２項の規定により、立会人に４番柿﨑裕二君及び５番森 弘美君を

指名いたします。 

  それでは、投票用紙を配付いたします。 

     （投票用紙配付） 

○議長（木村 修君） 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、否とす

る諸君は「反対」と記載願います。 

  なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第83

条の規定により否とみなすことになっています。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

     （投票箱点検） 

○議長（木村 修君） 異状なしと認めます。 

  これより投票に移ります。 

  それでは、職員の点呼に応じて順次投票願います。 

○議会事務局長（中川 悟君） 点呼いたします。 

  １番小鹿重一議員。（はい。） 

  ２番川﨑憲二議員。（はい。） 

  ３番久慈省悟議員。（はい。） 

  ４番柿﨑裕二議員。（はい。） 

  ５番森 弘美議員。（はい。） 

  ６番吉田 勉議員。（はい。） 
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  ７番坂本 豊議員。（はい。） 

○議長（木村 修君） 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（木村 修君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  開票を行います。４番柿﨑裕二君及び５番森 弘美君の立会いをお願いします。 

     （開票） 

○議長（木村 修君） 投票の結果を報告いたします。 

  投票総数７票。うち賛成７票。 

  以上のとおり、賛成が全員です。よって、議案第85号は原案に同意することに決定い

たしました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

     （議場開鎖） 

                                         

     日程第８ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項付託の件 

○議長（木村 修君） 日程第８、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項付託の

件を議題といたします。 

  次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項を議会運営委員会に付託したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 修君） ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程等の議会運

営に関する事項を付託することに決定いたしました。 

  以上で、今定例会に付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

  閉会するに当たり、村長より挨拶をお願いいたします。 

○村長（久慈修一君） 令和２年第４回蓬田村村議会定例村議会の閉会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

  今定例会におきまして、提案いたしました議案10件につきまして、原案どおり可決い

ただきましたことに、まずもって感謝を申し上げます。特に、教育委員の教育長及び教

育委員の任命につきまして満場一致で同意をいただきましたことに、改めて感謝を申し

上げます。 
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  さて、本年は定例会４回、臨時会７回、合わせて11回の村議会の開催となりました。

議員各位におかれましては、大変お忙しい中出席を賜り、重ねて御礼を申し上げる次第

でございます。 

  ご承知のとおり、今年は新型コロナウイルスの発生に始まりまして、現在第３波の流

行ということで、新型コロナウイルスでまた今年が終わろうとしております。村政運営

につきましても、経験のないような対応を迫られたということで、大変記録に残ること

ではないかと思っております。私どもとしては、できる限り村民の安心・安全のため、

また暮らしを守るべく努力しておりますが十分と言えない、そんな感じがしております。

私どもとしましては、時間の許す限り村議会とお話をしながら、協議を重ねたいと思っ

てございますけれども、皆様方に十分な説明をしない部分もあったかと思います。 

  ただ、まだ第３波の流行ということで、これからまた国がいろいろな対策を打つよう

でございますので、引き続き議員各位の皆様のご協力をお願い申し上げる次第でござい

ます。ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

  さて最後になりますが、今年も残すところあと20日余りとなりました。年末にかけて

大変お忙しい時を迎えておると思います。議員各位におかれましても、健康や事故に留

意されまして、新しい年令和３年の新年を穏やかに迎えられますことを祈念申し上げて

挨拶といたします。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

○議長（木村 修君） これをもちまして、令和２年第４回蓬田村議会定例会を閉会いた

します。 

  どうもご苦労さまでした。 

     午前１０時５１分 閉会 
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  上記会議の経過は、事務局長中川 悟が記載したものであるが、その内容に相違ない

ことを証するためここに署名する。 

  令和 ３年 ３月 ８日 
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